
補正予算・条例

（
１
７
３
７
万
円
）

　

３
次
医
療
を
行
う
大
崎
市
民

病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
運
営

費
負
担
金
の
追
加
を
行
う
も
の

で
す
。

（
△
２
億
６
９
９
１
万
円
）

　

企
業
立
地
促
進
・
企
業
立
地

投
資
・
雇
用
促
進
奨
励
金
事
業

の
見
込
み
精
査
に
よ
る
減
額
で

す
。

　

公
共
工
事
な
ど
に
係
る
入
札

及
び
契
約
手
続
き
に
お
け
る
公

平
性
の
確
保
お
よ
び
透
明
性
の

向
上
を
図
る
た
め
、
第
三
者
の

意
見
を
適
切
に
反
映
す
る
た
め

「
入
札
監
視
委
員
会
」
を
設
置

す
る
も
の
。

施
行
日　

平
成
31
年
４
月
１
日

　

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
事
業
と
し
て
、
新
た
に
介

護
予
防
・
自
立
支
援
に
資
す
る

事
業
を
実
施
す
る
こ
と
か
ら
、

利
用
料
の
額
、
徴
収
方
法
等
な

ど
を
定
め
る
も
の
。

施
行
日　

平
成
31
年
４
月
１
日

　

森
林
経
営
管
理
法
が
平
成
31

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
、

森
林
環
境
譲
与
税
を
財
源
と
し

て
森
林
管
理
を
推
進
す
る
に
あ

た
り
、
当
該
年
度
で
使
用
で
き

な
か
っ
た
財
源
を
、
後
年
の
管

理
に
充
て
る
た
め
基
金
を
創
設

す
る
た
め
制
定
す
る
も
の
。

施
行
日　

平
成
31
年
４
月
１
日

　

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

の
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、

関
係
す
る
69
条
例
に
つ
い
て
、

所
要
の
改
定
を
行
う
も
の
。

施
行
日　

平
成
31
年
10
月
１
日
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公
共
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
に

　
　
　
　
　
　

５
０
０
０
万
円

小田ダム湖畔パークゴルフ場付近の法面

算予正補
今
回
の
一
般
会
計
補
正
予
算
で
は
、
県
営
ほ
場
整
備
事
業
負
担
金
、
大
崎
市
民
病
院
救
命

救
急
セ
ン
タ
ー
運
営
費
負
担
金
、
小
田
ダ
ム
湖
畔
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
災
害
復
旧
事
業
な
ど

の
追
加
、
各
種
工
事
請
負
費
の
精
査
に
よ
る
減
額
な
ど
、
総
額
２
億
３
８
４
１
万
円
の
減

額
予
算
を
可
決
し
ま
し
た
。

条

例

　

２
月
定
例
議
会
で
可
決
し
た
条
例
改
正
に
つ
い
て

主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。消

費
税
率
及
び
地
方
消
費
税

率
の
改
定
に
伴
う
関
係
条
例

の
整
備
に
関
す
る
条
例

森
林
管
理
基
金
条
例

公
共
工
事
等
入
札

監
視
委
員
会
条
例

地
域
支
援
事
業

利
用
料
徴
収
条
例

企
業
立
地
奨
励
金

（
１
億
８
６
５
２
万
円
）

　

県
営
ほ
場
整
備
事
業
負
担
金

の
追
加
を
行
う
も
の
で
す
。

（
５
０
０
０
万
円
）

　

小
田
ダ
ム
湖
畔
パ
ー
ク
ゴ
ル

フ
場
の
法
面
復
旧
工
事
を
行
う

も
の
で
す
。

（
１
４
５
万
円
）

　

運
賃
収
入
の
減
額
な
ど
デ
マ

ン
ド
交
通
運
行
の
補
助
金
の
追

加
を
行
う
も
の
で
す
。

公
共
施
設
災
害
復
旧

事
業
費

地
域
交
通
対
策
費

県
営
ほ
場
整
備
事
業

負
担
金

大
崎
市
民
病
院
負
担
金



条　例

　

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
が
平
成
31
年
４
月
か
ら

施
行
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
職
員

の
時
間
外
勤
務
命
令
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
上
限
な
ど
を
定
め

る
た
め
改
定
を
行
う
も
の
。

施
行
日　

平
成
31
年
４
月
１
日

　

鉄
道
公
園
内
で
の
物
品
の
販

売
を
許
可
す
る
た
め
の
改
正
と
、

税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
利
用

料
金
な
ど
の
額
を
改
め
る
も
の
。

施
行
日　

平
成
31
年
４
月
１
日

お
よ
び　

平
成
31
年
10
月
１
日

　

志
波
姫
運
動
公
園
を
廃
止
し
、

税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
利
用

料
金
な
ど
の
額
を
改
め
る
も
の
。

施
行
日　

平
成
31
年
４
月
１
日

お
よ
び　

平
成
31
年
10
月
１
日

　

軽
度
生
活
援
助
事
業
を
廃
止

す
る
こ
と
に
伴
い
、
条
例
か
ら

削
除
す
る
も
の
。

施
行
日　

平
成
31
年
４
月
１
日

　

管
理
を
直
営
で
行
え
る
よ
う

に
所
要
の
改
正
と
、
税
率
の
引

き
上
げ
に
伴
い
観
覧
料
金
お
よ

び
利
用
料
金
の
額
を
改
め
る
も

の
。

施
行
日　

平
成
31
年
４
月
１
日

お
よ
び　

平
成
31
年
10
月
１
日

　

下
待
井
住
宅
お
よ
び
原
住
宅

を
用
途
廃
止
す
る
こ
と
か
ら
削

除
し
、
中
の
茎
住
宅
の
駐
車
場

を
整
備
す
る
こ
と
か
ら
条
例
に

加
え
る
も
の
。
ま
た
、
税
率
の

引
き
上
げ
に
伴
い
駐
車
場
の
使

用
料
金
、
集
会
所
の
利
用
料
金

の
額
を
改
め
る
も
の
。

施
行
日　

公
布
の
日

お
よ
び　

平
成
31
年
10
月
１
日

　

学
校
教
育
法
の
改
正
に
よ
り
、

専
門
職
大
学
お
よ
び
専
門
職
短

期
大
学
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
資
格
要
件
に
、
専
門
職

大
学
の
前
期
課
程
を
追
加
す
る

も
の
。

施
行
日　

平
成
31
年
４
月
１
日

　

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任

技
術
者
の
、
登
録
有
効
期
間
の

取
り
扱
い
を
県
内
に
お
い
て
統

一
す
る
た
め
の
改
正
。
ま
た
、

税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
使
用

料
の
額
を
改
め
る
も
の
。

施
行
日　

平
成
31
年
４
月
１
日

お
よ
び　

平
成
31
年
10
月
１
日

　

大
袋
農
業
集
落
排
水
処
理
施

設
は
、
迫
川
流
域
下
水
道
に
接

続
す
る
工
事
が
完
了
す
る
こ
と

か
ら
条
例
か
ら
削
除
す
る
も
の
。

ま
た
、
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴

い
使
用
料
の
額
を
改
め
る
も
の
。

施
行
日　

平
成
31
年
４
月
１
日

お
よ
び　

平
成
31
年
10
月
１
日

　

築
館
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の

利
用
申
し
込
み
人
数
に
対
し
現

在
の
事
業
実
施
場
所
で
は
手
狭

な
こ
と
か
ら
、
平
成
31
年
度
に

限
り
特
例
措
置
と
し
て
現
在
の

事
業
実
施
場
所
お
よ
び
築
館
小

学
校
内
の
２
個
所
に
分
か
れ
て

実
施
す
る
も
の
。

施
行
日　

平
成
31
年
４
月
１
日

　

金
成
地
区
の
野
外
活
動
セ
ン

タ
ー
は
老
朽
化
が
著
し
く
利
用

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
解
体

を
行
い
、
管
理
、
運
営
を
終
了

す
る
た
め
廃
止
す
る
も
の
。

施
行
日　

平
成
31
年
４
月
１
日

　

学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
放
課
後
児
童
支
援
員
の

資
格
要
件
と
し
て
「
専
門
職
大

学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た

者
」
を
加
え
る
も
の
。

施
行
日　

平
成
31
年
４
月
１
日
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鉄道公園内で物品販売を許可

みちのく風土館

職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

く
り
は
ら
田
園
鉄
道
公
園
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

み
ち
の
く
風
土
館
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

下
水
道
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

設
置
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

野
外
活
動
セ
ン
タ
ー

条
例
を
廃
止
す
る
条
例

市
営
住
宅
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

在
宅
高
齢
者
福
祉
事
業

費
用
徴
収
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

農
業
排
水
処
理
施
設
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

布
設
工
事
監
督
者
の
配
置

基
準
及
び
資
格
基
準
並
び

に
水
道
技
術
管
理
者
の
資

格
基
準
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例


